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第4次⻄尾市職員定員適正化計画（令和5年度〜令和9年度） 

 

１ はじめに 
本市の財政状況をみると、歳入の根幹となる市税は、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う景気悪化から緩やかに持ち直し、コロナ禍前の水準に戻りつつあるものの、感染状況
は未だ予断を許さない状況にあり、海外経済の不確実性等から、今後の推移を注視してい
く必要があります。 

一方、歳出においては、急激な物価上昇により、光熱水費や燃料費を始めとした経常的
経費が増加し、加えて、少子高齢化による社会保障関連経費や⽼朽化した公共施設の⻑寿
命化等の必要不可欠な費用の増加が見込まれます。 

こうした状況を踏まえ、更なる歳入確保や事業の見直しによる歳出削減の取り組みをよ
り一層強化する必要があります。 

本計画の策定には、適正な定員管理の目的があり、定員管理は歳出において大きな割合
を占める人件費に直接影響するとともに、各種施策を展開する上で重要な要素の一つです。
人口減少と少子高齢化が進展する中にあっても、未来に夢や希望の持てるワクワクする⻄
尾市を創生するために、今後の行政需要の動向等を考慮し、本市の実態に即した新たな計
画を策定します。 

 
２ 対象職員 

本計画の対象職員は、会計年度任用職員を除く一般職の職員とします。ただし、病院医
療関係職員は病院経営と連動して検討する必要があるため、対象外とします。 

   

非常勤
定年前再任用短時間勤務職員
暫定再任用職員（短時間）

任期付職員（短時間）

特別職
フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

本計画の対象職員

一般職 常勤
任期の定めのない常勤職員
［病院医療関係職員除く］

暫定再任用職員（フルタイム）
任期付職員（フルタイム）

過去の計画の対象職員



 

2 
 

３ 計画期間 
本計画の実施期間は、令和5年度から令和9年度までの5年間とします。 
 

４ 今までの職員定員適正化計画の取り組み及び実績 
本市では、「新⻄尾市職員定員適正化計画」（以下「第1次計画」という。）の策定以降、

合併により一時的に増加した職員数を削減し、業務体制の見直しや事業全般にわたる事務
の効率化等の行財政改革の取り組みを行うとともに、行政サービスの向上に努めてきまし
た。 

合併初年度の平成23年度に「第1次計画」、平成26年度に「⻄尾市職員定員適正化計画
（平成27年度〜平成31年度）」（以下「第2次計画」という。）、令和元年度に「⻄尾市職
員定員適正化計画（令和2年度〜令和4年度）」（以下「第3次計画」という。）を策定し、
平成23年度から令和4年度までの12年間で目標を大きく上回る182人の職員数を削減する
ことができました。 

 
５ 現状分析 

⑴  職員数の推移 
第1次計画から第3次計画までの期間において、任期の定めのない常勤職員（以下「常

勤職員」という。）は大きく減少しました。また、再任用職員については、平成29年4月
の制度見直しによりフルタイム勤務職員が増加する一方、短時間勤務職員が減少しまし
た。嘱託職員（職員OB）は平成27年度をもって勧奨退職制度が廃止されたことに伴い、
令和4年度には0人となり、職員数全体では平成23年と比較し154人減少しました。 

   

  
第1次計画（平成24年度から平成26年度まで） 削減目標数80人に対し100人削減 
第2次計画（平成27年度から平成31年度まで） 削減目標数36人に対し76人削減 
第3次計画（令和2年度から令和4年度まで） 削減目標数8人に対し6人削減 
第1次計画から第3次計画まで   削減目標数124人に対し182人削減 

※対象職員：教育⻑（第2次計画まで）、再任用職員及び病院医療関係職員を除く常勤一般職の職員 
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⑵ 人口と職員数の推移 
本市の人口は合併後も順調に増加していましたが、平成31年をピークに徐々に減少し

ています。一方、職員数については第1次計画から第3次計画までの取り組みにより大き
く減少しています。 

   

 
⑶ 会計年度任用職員数（臨時職員数）の推移 

臨時職員は令和2年4月の制度改正により、会計年度任用職員に切り替わりました。 
会計年度任用職員は、常勤職員の抑制及び嘱託職員の減少に伴い補助的業務を行う職

が必要となったこと、子育て部門や教育部門等において短時間勤務の職や専門的な職が
求められたこと等により増加傾向にあります。 

また、会計年度任用職員数には、常勤職員の育児休業取得による代替職員も含んでお
り、その人数は、平成29年の48人工に対し令和4年は55人工と増加しています。 

なお、職員数は勤務時間数に応じて常勤換算した人数（人工）で表記しています。 
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⑷ 人件費等の推移 
常勤職員等に係る人件費等（一般会計、退職手当を除く）については、職員数の減少

等に伴い、平成23年度と比較し約4億4千万円減額しました。 
一方、会計年度任用職員（臨時職員）に係る人件費等は約7億2千万円増額し、総額と

しては約2億8千万円増額しました。増額の主な理由は、放課後児童クラブの拡充等の市
⺠サービスの向上によるものや、会計年度任用職員の制度移行に伴う給与水準の見直し
によるものです。 

   

 
⑸ 年齢別職員数 

令和4年4月1日現在の年齢別職員数は次図のとおりです。 
全職種の年齢構成をみると職員数の少ない年齢があるものの、年代別では比較的平準

化しています。 
しかし、職種ごとの年齢構成をみると職員の年齢構成に偏りのある職種があるため、

市⺠サービスの低下を招かないよう職種ごとで職員数の平準化を図る必要があります。 
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【事務職】 
合併後に採用者数を抑制した影響を受ける若年層の職員が平均数まで達しておらず、

持続可能な組織体制の維持が懸念される状況です。 

   
  

【土木技師、建築技師】 
30代から40代前半の職員が他の年齢層よりも少なく、実務の中心となる中堅職員が少

ない状況です。 

   
  

【保育士・教諭職】 
近年、積極的な採用を行った結果、若年層の職員が多い一方、普通退職する職員が多

く、40代以降の職員が少ない状況です。 
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【保健師】 
年齢の偏りが顕著であり、将来的に市⺠サービスの提供が困難となる状況が予想され

ます。 

   
  

【消防職】 
50代以降の職員が若干少ないものの、その他の年代別では比較的平準化しています。 

   
 

⑹ 定年引上げに伴う働き方の意向 
令和5年4月に施行される定年引上げに伴い、60歳以降の職員の働き方は大きく変化し

ます。これを踏まえ、令和4年11月に段階的な定年引上げ期間に退職する職員（昭和38
年度生まれ〜昭和43年度生まれ）に対し、60歳以降の働き方についての意向調査を行い
ました。 

 
【意向調査結果】 

・約15％の職員が65歳に達する前に離職を選択する。 
・勤務を選択する職員のうち、年齢ごとの常勤または短時間勤務を選択する職員の割

合は以下のとおりで、年齢を重ねるにつれて短時間勤務を選択する職員が多くなる。 
区分 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 
常勤 65.0% 62.5% 55.9% 47.5% 44.8% 

短時間勤務 35.0% 37.5% 44.1% 52.5% 55.2% 
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S38.4.2〜S39.4.1生 S39.4.2〜S40.4.1生 S40.4.2〜S41.4.1生 S41.4.2〜S42.4.1生 S42.4.2〜S43.4.1生
（定年年齢 61歳） （定年年齢 62歳） （定年年齢 63歳） （定年年齢 64歳） （定年年齢 65歳）

そ
の
他
職
種

消
防
職

働き方の意向調査結果

全
職
種

事
務
職

保
育
士
・
教
諭
職

土
木
技
師
、
建
築
技
師

常勤 再任用フルタイム 再任用短時間 離職 （人） ※無回答数は表示なし

0 4 8 12 16 20 24 28

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳

0 4 8 12 16 20 24 28

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳
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0 4 8 12 16 20

61歳

62歳

63歳

64歳

65歳
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65歳
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0 1 2 3 4
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65歳
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６ 職員数の分析 
令和4年4月1日現在の「地方公共団体定員管理調査」の数値を基に職員数の分析を行い

ました。 
なお、「地方公共団体定員管理調査」は地方公共団体の職員数や部門別の配置等の実態

を調査し、適正な定員管理に資することを目的に総務省（旧自治省）が昭和50年から毎年
実施している調査です。対象職員は短時間勤務の再任用職員を除き、病院医療関係職員を
含みます。 

 
⑴ 類似団体※1との比較 

ア 比較対象 
各地方公共団体の人口規模と産業構造を基準に分類された類似団体19市での比較

を行いました。【パターン①】 
 

イ 比較結果 
比較結果はP.10「類似団体19市及び近隣市の職員数」のとおりです。 
なお、主な比較結果は次のとおりです。 

   
 
ウ 分析結果 

部門別の単純値※2による平均値により職員数を比較すると、本市の職員数が上回っ
ている部門は⺠生部門、衛生部門及び消防部門でした。超過理由としては、⺠生部門
は公設保育所数が類似団体と比較して多いこと、衛生部門は市単独でごみ処理施設を
有していること、消防部門は消防業務を一部事務組合等の所管としている市があるこ
と等が挙げられます。 

また、人口一万人当たりの職員数の平均値（加重平均値）を比較すると、19市中、
一般行政部門合計では9番目に、普通会計合計では8番目に、病院・消防・交通を除い
た合計では7番目に職員が少ない結果となりました。 

 
※１ 類似団体 

全国の市区町村を指定都市、中核市、施行時特例市、特別区、その他一般市、町村に区分し、そ
の他一般市と町村は人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）に応じ、一般市を16類型に、町村
を15類型に区分し、同じ区分となった団体のことをいいます。なお、本市は一般市「Ⅳ−2」に該
当し、同区分の団体は全国で19市あります。 

※２ 単純値 
職員が配置されていない部門を考慮することなく集計して、平均値を算出したもの。単純値は、

普通会計、一般行政部門、総務、衛生といった大部門以上の定員管理の大まかな状況を把握する場
合に適しています。 

 

一般行政部門合計
病院・消防・交通を

除いた合計
⻄尾市職員数 826人 1,055人

平均値（単純値） 881人 1,139人

超過数 55人不足 84人不足

区分 普通会計合計

【パターン①】
類似団体との比較

1,150人

1,173人

23人不足
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⑵ 県内の類似団体及び近隣市との比較 
ア 比較対象 

地方公共団体の職員数については、人口規模以外にも、地勢条件、財政状況等の様々
な要因を考慮することが考えられるため、次のパターンで比較を行いました。 
【パターン②】 類似団体のうち県内の5市での比較 
【パターン③】 類似団体のうち刈谷市を除く県内の4市での比較 

※刈谷市は職員数が突出しているため 
【パターン④】 近隣市（⻄三河地域の中核市を除いた市）７市での比較 
 

イ 比較結果 
比較結果はP.10「類似団体19市及び近隣市の職員数」のとおりです。 
なお、主な比較結果は次のとおりです。 

   
 
ウ 分析結果 

職員数を比較すると、一般行政部門合計では全てのパターンにおいて当市が平均値
を下回っていますが、病院・消防・交通を除いた合計ではパターン③のみ平均値を上
回っています。これは教育部門において、幼稚園等の教育施設が他市と比較して多い
ことや学校給食の委託状況によることが要因として挙げられます。 

また、人口一万人当たりの職員数の平均値（加重平均値）を比較すると、近隣市7市
中一般行政部門合計では3番目に、病院・消防・交通を除いた合計では2番目に職員が
少ない結果となりました。 

 
⑶ 分析結果のまとめ 

行政需要や各団体の施策の選択等により職員配置をしているため、合計人数での単純
比較はできないものの、一般行政部門合計や団体により職員の配置数が大きく異なる病
院・消防・交通を除いた合計において、当市の職員数は類似団体及び近隣市と比べ職員
が少ない結果となりました。 

⻄尾市職員数

平均値（単純値）

超過数

⻄尾市職員数

平均値（単純値）

超過数

⻄尾市職員数

平均値（単純値）

超過数

【パターン④】
近隣市との比較

826人 1,055人

906人 1,154人

80人不足 99人不足

【パターン③】
類似団体のうち
刈谷市を除く

県内市との比較

826人 1,055人

853人 1,035人

27人不足 20人超過

区分 一般行政部門合計
病院・消防・交通を

除いた合計

【パターン②】
類似団体のうち
県内市との比較

826人 1,055人

905人 1,092人

79人不足 37人不足
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③
④
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７ 課題 
合併初年度に策定した第1次計画以降、喫緊の課題や本市独自の重点事業等には増員を

図りつつも、全体的には組織のスリム化に取り組みながら市⺠サービスの維持、向上に努
めてきました。 

一方、近年では働き方改革の推進により職員を取り巻く環境は大きく変化しており、職
員の健康を維持し、働きやすい職場環境を確保することも重要視されてきています。 

このような状況を総合的に判断した上で計画を策定するため、主な課題を以下のとおり
まとめました。 

 
⑴  子育て支援への対応 

定住人口の増加を図るためには、働きながら安心して子育てのできる環境を整備、推
進することが求められています。そのために、施設等の充実や多様化する子育て問題に
適切に対応する必要があり、保育士・教諭職だけでなく専門的知識を有した社会福祉士
や公認心理師等の有資格者を確保する必要があります。 

 
⑵ 高齢者福祉への対応 

住まい、医療、介護、予防、生活支援が包括的に提供される地域包括ケアシステムの
更なる充実を図り、自立支援、重度化防止、認知症対策を推進するため、保健師等の専
門知識を持った職員の福祉部門への配置が求められています。 

 
⑶ 防災減災への対応 

東日本大震災から得た教訓を活かし、今後発生が予想される巨大地震に伴う被害を最
小限に食い止める等、引き続き重点的に防災減災へ取り組んでいきます。そのために、
緊急時における迅速な災害対応が可能となる組織体制の整備に取り組む必要があります。 

 
⑷ 行政事務の高度化、複雑化への対応 

市⺠ニーズの多様化により行政事務が高度化、複雑化する中でも、行政手続のオンラ
イン化を始めとするDXの推進等により業務の効率化を進め、職員が政策立案等の業務に
対して高度な知識を身につけるとともに、調査研究を行う十分な時間を確保できる体制
を整える必要があります。 

また、年々増加傾向にある不服申立て等に対応するため、法律に関する高度で専門的
な知識を有した専門職員の採用についても検討していく必要があります。 

 
⑸ 育児休業及び介護休暇の取得への対応 

ワークライフバランスの推進等により、育児休業を取得する職員が増加しており、今
後は介護休暇を取得する職員の増加も見込まれます。休暇休業中の職員の代替として会
計年度任用職員の任用を進めていますが、補助的業務や単純業務を担う会計年度任用職
員では常勤職員が行っていた業務全てを賄うことが困難であるため、常勤職員の採用の
前倒しが求められています。  
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⑹ 年齢構成の偏りへの対応 
将来にわたり継続して質の高い市⺠サービスを提供するためには職種別の年齢構成の

偏りを平準化することが必要です。今後の採用については引き続き⺠間企業等における
職務経験者、就職氷河期世代を対象とした採用を実施していく必要があります。 

 
⑺ 定年引上げへの対応 

定年引上げに伴い、高齢職員の働き方に配慮した内容や安全に働ける職場環境の整備、
労働災害の予防的観点から高齢職員の健康づくりの推進への取り組みが求められていま
す。 

 
８ まとめ 

⑴ 職員数に対する考え方 
職員数に対する考え方については、職種別に定め、次のとおりとします。 
 

【事務職】 
子育て世代が抱える問題が多様化する中でも、十分なサポートを継続的かつ充実した

ものにするために、現状の事務職の人数を維持しつつ、より専門的な知識を有した社会
福祉士や公認心理師等の資格を持つ事務職の採用を計画的に行います。 
 
【土木技師、建築技師】 

土木、上下水道関連事業、公共施設⻑寿命化事業等を円滑に推進するために必要な人
員を確保します。その上で継続的な採用を行うとともに、若手職員への技術・ノウハウ
の継承による人材育成に努めます。 

 
【保育士・教諭職】 

制度改正に伴う未満児クラス数の増加に対応するため、令和7年度までに職員を増員
します。また、若年層の職員が多く、今後育児休業を取得する職員の増加が想定される
ことから、適正な保育の質を確保するために必要な人員を確保します。 

 
【保健師】 

継続的な業務が遂行できる体制を維持するために、年齢構成の平準化が期待できる⺠
間企業における職務経験者等の採用の活用を含め、積極的な採用を行います。また、福
祉部門や人事部門への職員の配置を検討します。 

 
【消防職】 

多様化、複雑化する事案に対応するため、積極的に職員の派遣や研修を行うことで職
員のスキルアップに努め、消防力の更なる強化を図ります。その上で市⺠の安全・安心
な暮らしを守ることのできる組織体制を維持します。 
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【労務職、その他職種】 
継続的な業務が遂行できる体制を維持するため、職種ごとに必要な職員数を確保しま

す。 
 

⑵  職員数の目安 
「６ 職員数の分析」のとおり、本市における職員数は類似団体及び近隣市の平均値

をおおよそ下回っています。様々な数値での分析を行いましたが、人口規模や産業構造
を始め、地勢条件や財政状況等の要因を考慮し、県内の類似団体に絞り、その上で、職
員数の大きく異なる病院・消防・交通を除く職員数で比較し、当市の値と県内の類似団
体における平均値との差【パターン②】を本計画期間における職員数の目安とすること
とします。 

   
なお、保育士・教諭職については令和7年度までに制度改正に伴う未満児クラス数の増

加による職員数の増員を予定しています。この増員分については前述までの比較におけ
る平均値には含まれない要因であるため、目安となる職員数に加算することとします。 

 

① 県内類似団体の平均値【パターン②】と比較した職員不足数 
（61.75人-63.95人）×人口170,868／10,000 ≒ 37人の不足 

② 未満児クラス数の増加等による職員増員数 27人 

 増員する職員数の目安：➀＋② 64人（人工）  

 
⑶ 職種別の職員数の目安 

職種別の職員数の目安は次のとおりとします。ただし、制度改正等により本計画の策
定時に見込めなかった人員が不足する場合には市⺠サービスの継続的な提供を行うこと
を第一に考え、柔軟に対応することとします。 

なお、段階的な定年引上げ期間に退職する職員については令和4年11月に実施した定
年引上げに伴う意向調査結果において把握した数値を使用します。また、短時間勤務職
員については、常勤換算した人工数でその定員を管理することとします。 
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⑷ 職員の定員適正化に向けた方針 
計画上の職員数については今後の目安として捉えることとし、以下に掲げる対策を講

じた上で、職員の定員適正化に努めていきます。 
 

ア 課題を解決しつつ、質の高い行政サービスを継続的に提供するためには、今まで以
上に職員一人一人が業務に対して前向きな強い意識を持ち、職員自身の質の向上を図
る必要があります。 

そのために、専門的または高度な知識を身につけるための研修や派遣の実施、定年
引上げに伴う高齢職員から得られる知識や経験の継承、職員の意識改革等に取り組ん
でいきます。 

 
イ 業務内容を、企画立案業務、判断業務等のコアな業務と定型的な業務、単純業務等

のノンコアな業務に分別し、それぞれの業務の特性に応じて、ＤＸの推進や業務委託
（アウトソーシング）等の活用、業務改善、職員の適正な配置により、事務の効率化
を図っていきます。 

（単位：人、人工）

短時間 短時間 短時間 短時間 短時間 短時間 短時間

478 1 489 0 498 6 495 8 499 15 502 24 24 23

107 1 106 0 113 0 117 1 123 1 128 2 21 1

285 0 289 0 304 0 310 0 313 0 315 0 30 0

26 0 26 0 29 0 31 0 34 0 37 1 11 1

189 14 190 16 193 16 194 15 196 13 197 10 8 ▲ 4

45 1 41 0 43 0 39 1 39 2 39 3 ▲ 6 2

65 0 62 0 62 0 64 0 65 0 66 0 1 0

1,195 17 1,203 16 1,242 22 1,250 25 1,269 31 1,284 40 89 23

※下段は職種別の合計人数（括弧内は常勤換算した人工）
※消防職以外の再任用職員（短時間）は1人当たり0.5人工で換算
 消防職の再任用職員（短時間）は1人当たり0.8人工で換算

(131.5) (135.0)124 (123.5)

※その他職種…技師、司書、学芸員、獣医師、専任教員、指導主事、医師、管理栄養士、防災専門官

    区分

 職種

増減
(令和9年−令和4年)

再任用 常勤、
任期付

▲ 2226 28 21

フルタイム フルタイム フルタイム フルタイム

再任用 常勤、
任期付

再任用 常勤、
任期付

土木技師
建築技師

事務職

122 (122.0) 125 (125.0) 129 (128.5) 132

36

16

12 (11.5)

フルタイム

15

541 (529.0) 25 (13.5)

16 12 11 8 6 ▲ 10

136

525 (525.0) 530 (527.0) 531 (527.0) 535 (527.5)

常勤、
任期付

4

294 (294.0) 309 (309.0) 315 (315.0) 319 (319.0) 321 (321.0) 34 (34.0)

5

消防職
0 0 0 0

5 5 6 6

209 (206.4) 207 (205.0)

2

287 (287.0)

0

203 (200.2)

保育士・
教諭職

▲ 1

27 (27.0) 30 (30.0) 33 (33.0) 35
保健師

1 1 2 1 0

11 (10.5)(35.0) 38 (37.5)

1

27 (27.0)

4 (6.0)

0 0

206 (202.8) 209 (205.8) 209 (206.0)

2

労務職
▲ 9

59 (59.0) 53 (53.0) 53 (52.5) 52

18 10 13 11 8

(51.0) 50 (48.5) △ 13 （▲ 14.0)

17

63 (62.5)

75

1,287 (1,282.7)

(2.0)
その他職種

5 5 4 3 3 1

6967 (67.0) 67 (67.0) 68 (68.0) 68 (68.0) (69.0)

2

67 (67.0)

81 59 63 50 38 ▲ 37

1,300 (1,296.8) 1,323 (1,316.8) 1,338 (1,330.0) 1,350 (1,338.4) 1,362 (1,345.0) 75 (63.5)

※事務職…精神保健福祉士、社会福祉士、公認心理師含む

基準値

令和４年４月

常勤、
任期付

再任用

フルタイム

37

516 (515.5)

再任用

フルタイム

令和５年４月 令和６年４月 令和７年４月 令和８年４月 令和９年４月

再任用 常勤、
任期付

再任用 常勤、
任期付

目安値

合計


